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国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
業
務
（
特
定
業
務
を
除
く
。
）
の
運
営
及
び
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
等
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

○

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
業
務
（
特
定
業
務
を
除
く
。
）
の
運
営
及
び
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
総

務
省
令
第
六
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

機
構
に
係
る
通
則
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令

第
二
条

機
構
に
係
る
通
則
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令

で
定
め
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
第
一
条
の
三

で
定
め
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
第
一
条
の
三

各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
機
構
法
附
則
第
九
条
第
一
項
に

各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
機
構
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業

規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

務
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
事

項
と
す
る
。

（
削
る
）

一

機
構
法
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務

（
削
る
）

二

機
構
法
附
則
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
業
務

（
削
る
）

三

機
構
法
附
則
第
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
業
務

（
削
る
）

四

機
構
法
附
則
第
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
業
務

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
等
の
特
例
）

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
等
の
特
例
）

第
三
条

機
構
法
附
則
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
電
気

第
三
条

機
構
法
附
則
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
電
気

通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
（
平
成
三
年
法
律
第
二
十
七
号
。

通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
（
平
成
三
年
法
律
第
二
十
七
号
。

以
下
「
電
気
通
信
基
盤
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
掲

以
下
「
電
気
通
信
基
盤
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
掲

げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。
）
が
行
わ
れ

げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。
）
及
び
機
構

る
場
合
に
は
、
第
一
条
の
三
中
「
「
特
定
業
務
」
と
い
う
。
）

法
附
則
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に

」
と
あ
る
の
は
「
「
特
定
業
務
」
と
い
う
。
）
及
び
機
構
法
附

は
、
第
一
条
の
三
中
「
「
特
定
業
務
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る

則
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨

の
は
、
「
「
特
定
業
務
」
と
い
う
。
）
並
び
に
機
構
法
附
則
第

時
措
置
法
（
平
成
三
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
電
気
通
信

九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措

基
盤
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ

置
法
（
平
成
三
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
電
気
通
信
基
盤
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れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。
）
」
と
、
第
二
条
か
ら
第
六
条

法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に

ま
で
の
規
定
中
「
特
定
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
業
務
及
び

附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。
）
及
び
機
構
法
附
則
第
九
条
第
三
項

機
構
法
附
則
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
電
気
通
信
基

に
規
定
す
る
業
務
」
と
、
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
中

盤
法
第
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業

「
特
定
業
務
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
定
業
務
並
び
に
機
構
法
附

務
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

則
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
電
気
通
信
基
盤
法
第
六

条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る

。
）
及
び
機
構
法
附
則
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と

す
る
。

○

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
業
務
（
通
信
・
放
送
開
発
金
融
関
連
業
務
を
除
く
。
）
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る

省
令
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
六
十
九
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
会
計
の
原
則
等
の
特
例
）

（
会
計
の
原
則
等
の
特
例
）

第
三
条

機
構
法
附
則
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
電
気

第
三
条

機
構
法
附
則
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
電
気

通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
（
平
成
三
年
法
律
第
二
十
七
号
。

通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
（
平
成
三
年
法
律
第
二
十
七
号
。

以
下
「
電
気
通
信
基
盤
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
掲

以
下
「
電
気
通
信
基
盤
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
掲

げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。
）
が
行
わ
れ

げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。
）
及
び
機
構

る
場
合
に
は
、
第
一
条
第
一
項
中
「
「
通
信
・
放
送
開
発
金
融

法
附
則
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に

関
連
業
務
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
「
通
信
・
放
送
開

は
、
第
一
条
第
一
項
中
「
「
通
信
・
放
送
開
発
金
融
関
連
業
務

発
金
融
関
連
業
務
」
と
い
う
。
）
及
び
機
構
法
附
則
第
九
条
第

」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
「
通
信
・
放
送
開
発
金
融

二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
（

関
連
業
務
」
と
い
う
。
）
並
び
に
機
構
法
附
則
第
九
条
第
二
項

平
成
三
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
電
気
通
信
基
盤
法
」
と

に
規
定
す
る
業
務
（
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
（
平
成

い
う
。
）
第
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す

三
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
電
気
通
信
基
盤
法
」
と
い
う

る
業
務
に
限
る
。
）
」
と
、
第
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規

。
）
第
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業

定
中
「
通
信
・
放
送
開
発
金
融
関
連
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
通

務
に
限
る
。
）
及
び
機
構
法
附
則
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る

信
・
放
送
開
発
金
融
関
連
業
務
及
び
機
構
法
附
則
第
九
条
第
二

業
務
」
と
、
第
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
通
信
・
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項
に
規
定
す
る
業
務
（
電
気
通
信
基
盤
法
第
六
条
第
一
項
に
掲

放
送
開
発
金
融
関
連
業
務
」
と
あ
る
の
は
、
「
通
信
・
放
送
開

げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。
）
」
と
す
る

発
金
融
関
連
業
務
並
び
に
機
構
法
附
則
第
九
条
第
二
項
に
規
定

。

す
る
業
務
（
電
気
通
信
基
盤
法
第
六
条
第
一
項
に
掲
げ
る
業
務

及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。
）
及
び
機
構
法
附
則
第

九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
す
る
。

○

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四

十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
三
条
関
係
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

地
方
特
例
交
付
金
等
の
地
方
財

第
十
一
条

地
方
特
例
交
付
金
等
の
地
方
財

第
十
一
条

政
の
特
例
措
置
に
関
す
る
法
律

政
の
特
例
措
置
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
七
号

（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
七
号

）

）

（
削
る
）

（
削
る
）

高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設

第
四
条
第
一
項

整
備
促
進
臨
時
措
置
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第
六
十
三
号
）

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年

第
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年

第
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項

法
律
第
九
十
一
号
）

法
律
第
九
十
一
号
）


